
別記様式（第24条関係） 

個人情報ファイル簿 

 

整理番号 102 

個人情報ファイルの名称 
農家基本台帳（農地台帳） 

実施機関の名称 
北上市農業委員会 

所掌する部課等の名称 
農業委員会事務局 

利用目的 
所掌事務を的確に行うため、農地の所有の有無、農地面

積、農地の貸借、農家状況等の把握に利用する 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５世帯構成・続

柄、６農業者年金加入状況、７国民年金加入種別、８農

地の所有、貸借等の権利設定状況、９農地に係る制度・

特例の状況（農業者年金特定処分対象、相続税贈与税納

税猶予対象） 

記録範囲 
農地を自作、小作している世帯6,625世帯（※R5現在、１

アール以上自作地又は小作地がある世帯数をカウント） 

収集方法 
固定資産課税台帳、住民基本台帳からデータを取り込ん

で収集。税務署から随時情報提供を受け収集。 

要配慮個人情報の有無 
無 

経常的提供先 
無 

開示請求等を受ける組織の名称

及び所在地 

（名称）北上市農業委員会事務局 

（所在地）〒024-8501 北上市芳町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当す

るファイル □有■無 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

摘要 
 


